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衆
議
院
議
員
山
口
俊
一
君
提
出
平
成
二
十
一
年
度
第
二
次
補
正
予
算
と
地
方
経
済
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
二
十
一
年
度
第
一
次
補
正
予
算
の
執
行
の
見
直
し
に
よ
り
、
実
質
国
内
総
生
産
は
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
押
し
下

げ
ら
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
。
一
方
、
平
成
二
十
一
年
度
第
二
次
補
正
予
算
に
よ
り
予
算
措
置
さ
れ
た
「
明
日
の
安
心
と
成
長

の
た
め
の
緊
急
経
済
対
策
」
（
平
成
二
十
一
年
十
二
月
八
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
緊
急
経
済
対
策
」
と
い
う
。
）
の
実
施
に

よ
り
、
実
質
国
内
総
生
産
は
〇
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
押
し
上
げ
ら
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
実
質
国

内
総
生
産
は
差
し
引
き
で
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
押
し
上
げ
ら
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
。

ま
た
、
平
成
二
十
一
年
度
第
一
次
補
正
予
算
の
執
行
の
見
直
し
が
、
個
別
の
地
域
の
経
済
に
与
え
る
影
響
を
お
示
し
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
執
行
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
へ
の
影
響
に
十
分
に
配
慮
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

平
成
二
十
一
年
度
第
二
次
補
正
予
算
に
お
い
て
は
、
地
方
支
援
の
た
め
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
き
め
細
か
な
イ
ン
フ
ラ

整
備
等
を
支
援
す
る
交
付
金
と
し
て
五
千
億
円
、
国
税
収
入
の
減
少
に
伴
う
交
付
税
減
少
額
の
補
て
ん
等
と
し
て
二
兆
九
千

五
百
十
五
億
円
を
措
置
し
て
い
る
。

一



平
成
二
十
二
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
が
雇
用
情
勢
等
を
踏
ま
え
た
当
面
の
地
域
活
性
化
に
向
け
た
施
策

等
を
円
滑
に
実
施
で
き
る
よ
う
、
地
方
交
付
税
を
特
別
な
加
算
等
に
よ
り
増
額
す
る
ほ
か
、
地
域
経
済
の
活
性
化
に
も
活
用

で
き
る
経
済
危
機
対
応
・
地
域
活
性
化
予
備
費
等
の
二
兆
円
規
模
の
財
政
上
の
措
置
を
新
た
に
講
じ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
二
十
二
年
度
の
地
方
財
政
計
画
に
お
い
て
は
、
地
方
単
独
の
投
資
的
経
費
は
減
少
し
て
い
る
が
、
地
方
公
共

団
体
が
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
適
切
に
こ
た
え
ら
れ
る
よ
う
、
当
面
の
地
方
単
独
事
業
等
の
実
施
に
必
要
な
歳
出
と
し
て
、
地
域

活
性
化
・
雇
用
等
臨
時
特
例
費
九
千
八
百
五
十
億
円
を
計
上
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
地
方
単
独
の
投
資
的
経
費
の
前
年
度
か

ら
の
減
少
額
相
当
分
を
確
保
す
る
等
、
地
方
一
般
歳
出
等
に
つ
い
て
は
適
切
な
規
模
を
確
保
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
政
府
と
し
て
は
、
地
域
経
済
が
特
に
厳
し
い
状
況
に
あ
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
予
算
編
成
等
を
通
じ
て
、
地

方
に
配
慮
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
国
の
公
共
事
業
の
事
業
箇
所
ご
と
の
予
算
の
配
分
額
は
未
定
で
あ
り
、
ま
た
、
現
在
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い

て
平
成
二
十
二
年
度
予
算
を
編
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
た
め
、
現
時
点
で
来
年
度
の
個
別
の
都
道
府
県
に
お
け
る
公
共

事
業
費
の
額
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

二



政
府
と
し
て
は
、
地
域
が
有
す
る
強
み
や
特
性
を
生
か
し
た
産
業
の
創
出
が
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
例
え
ば
、
産
学
官
の
連
携
に
よ
る
地
域
資
源
を
活
用
し
た
研
究
開
発
に
対
す
る
支
援
や
、
地
域
の
基
幹
産
業

の
担
い
手
で
あ
る
農
林
漁
業
者
と
中
小
企
業
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
経
営
資
源
を
有
効
に
活
用
し
て
行
う
新
商
品
の
開
発
や
新
た

な
需
要
の
開
拓
等
に
対
す
る
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
魅
力
あ
る
観
光
地
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
地

域
の
協
議
会
が
行
う
観
光
圏
整
備
事
業
に
対
す
る
支
援
を
行
う
な
ど
、
地
方
公
共
団
体
と
も
連
携
し
な
が
ら
、
地
域
を
支
え

る
産
業
の
育
成
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

四
に
つ
い
て

「
経
済
対
策
検
討
チ
ー
ム
」
は
、
「
予
算
重
点
指
針
」
（
平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
七
日
閣
議
報
告
）
に
基
づ
き
、
国
家

戦
略
担
当
・
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
経
済
財
政
政
策
）
の
下
に
、
国
家
戦
略
室
長
・
内
閣
府
副
大
臣
（
経
済
財
政
政
策
）

を
事
務
局
長
と
し
て
設
置
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
構
成
員
は
、
大
島
敦
内
閣
府
副
大
臣
、
大
塚
耕
平
内
閣
府
副
大
臣
、
津

村
啓
介
内
閣
府
大
臣
政
務
官
、
内
藤
正
光
総
務
副
大
臣
、
加
藤
公
一
法
務
副
大
臣
、
吉
良
州
司
外
務
大
臣
政
務
官
、
野
田
佳

彦
財
務
副
大
臣
、
大
串
博
志
財
務
大
臣
政
務
官
、
鈴
木
寛
文
部
科
学
副
大
臣
、
細
川
律
夫
厚
生
労
働
副
大
臣
、
郡
司
彰
農
林

水
産
副
大
臣
、
増
子
輝
彦
経
済
産
業
副
大
臣
、
馬
淵
澄
夫
国
土
交
通
副
大
臣
、
大
谷
信
盛
環
境
大
臣
政
務
官
、
榛
葉
賀
津
也

三



防
衛
副
大
臣
、
松
井
孝
治
内
閣
官
房
副
長
官
及
び
荒
井
聰
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
（
国
家
戦
略
担
当
）
で
あ
る
。

ま
た
、
緊
急
経
済
対
策
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
「
経
済
対
策
検
討
チ
ー
ム
」
の
会
合
を
三
回
開
催
し
、
経
済
対
策
に
盛

り
込
む
べ
き
施
策
等
に
つ
い
て
議
論
し
、
政
治
主
導
で
緊
急
経
済
対
策
の
取
り
ま
と
め
作
業
を
行
っ
た
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

緊
急
経
済
対
策
に
つ
い
て
は
、
基
本
政
策
閣
僚
委
員
会
等
を
通
じ
て
与
党
と
の
間
で
調
整
を
進
め
、
デ
フ
レ
状
況
や
為
替

市
場
の
急
激
な
変
動
と
い
っ
た
経
済
状
況
の
変
化
に
適
切
に
対
応
す
る
た
め
、
で
き
る
限
り
迅
速
に
取
り
ま
と
め
る
こ
と
を

し

目
指
し
て
真
摯
な
議
論
を
行
い
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
八
日
に
閣
議
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

現
下
の
厳
し
い
雇
用
情
勢
や
デ
フ
レ
状
況
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
景
気
の
持
ち
直
し
の
動
き
を
確
か
な
も
の
と
す
る
た

め
に
は
、
平
成
二
十
一
年
度
第
二
次
補
正
予
算
の
速
や
か
な
編
成
及
び
成
立
と
そ
の
執
行
は
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
政
府
と

し
て
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
八
日
の
閣
議
に
お
い
て
緊
急
経
済
対
策
を
決
定
し
た
後
、
同
月
十
五
日
に
同
予
算
の
概
算

を
閣
議
決
定
し
、
計
数
整
理
等
を
完
了
し
た
上
で
、
平
成
二
十
二
年
一
月
十
八
日
に
は
同
予
算
を
国
会
に
提
出
す
る
こ
と
に

よ
り
、
そ
の
早
期
成
立
を
期
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四


